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第１号被保険者の介護保険料について（案） 

１ 介護保険料算出のプロセス 

(1) 給付費の推計 

   現在は、以下の流れで、第８期の給付実績の整理の基、高齢者数ならびに要介護等認定者数およ

びサービス給付の傾向を分析する中、第９期期間中のサービス給付の見込量を推計しているとこ

ろです。あわせて保険料基準額の算定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 保険料基準額の算出 

   

 

 

×23％（第１号被保険者の負担割合） 
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資料３  

    給付費＋地域支援事業費合計見込額（令和６～８年度） 
１ 

    第１号被保険者負担分相当額（令和６～８年度） 
２ 

±調整交付金額（保険者の財政力により調整される交付金分） 

＋保健福祉事業費 

－インセンティブ交付金（機能強化推進交付金、努力支援交付金） 

－財政調整基金取り崩し額 

 
    保険料収納必要額（令和６～８年度）  

３ 

保険料基準額 

現状の人口、給付実績から見込まれる数値を基に、 

本市が実施する施策を反映して見込量を推計 
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÷予定収納率 

÷所得段階加入割合補正後被保険者数（令和６～８年度） 
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２ 第９期保険料の算定について 

(1) 第８期の状況 

保険料は、「基準額×所得段階別の料率」により算定しますが、所得段階や基準所得金額、料率 

は、市により弾力化して設定することができます。 

第８期では、所得段階について、応能負担の考え方に基づき、国標準の９段階よりもきめ細かい

11段階とし、低所得者の負担を軽減してきたところです。 

この設定による第８期期間中の保険料および介護給付費、地域支援事業費の実績については以

下のとおりです。保険料の歳入はほぼ計画値どおりとなっており、給付費等の歳出が計画値を下

回った分黒字となっています。 

 

 

 
 

 

 
 

 

(2) 第９期の検討 

 ア 国の動き 

現在、国においては、地域包括ケアシステムの進化と介護現場の生産性向上等を目指した介 

   護報酬改定を検討しているほか、団塊の世代が75歳以上となる2025年、その後、高齢者人口が 

ピークを迎える2040年頃にかけての介護給付費の増加を見据え、第１号被保険者間での所得再 

分配機能を強化し、低所得者の保険料上昇を抑制する必要があるとして、現行の９段階よりも 

多段階化（見直し例では13段階を想定）することを検討しています。 

 

イ 本市の動き 

 これらの国の動きを注視し、以下の内容について検討してまいります。 

●所得段階 

国標準以上の多段階化 

   ●基準所得金額（所得階層）・料率 

低所得者へ配慮した金額・料率の設定 

    ●基準額 

１の介護保険料算出プロセスに沿って推計した給付費等を基に、基金の活用を検討するな 

か、上げ幅を抑えた額とし、急激な負担増にならないよう算定 

 

●第８期（R３～５）見込

（千円）

歳入 計画値 実績・見込 差額 対計画値

保険料 4,354,239 4,325,735 28,504 99.3%

（千円）

歳出 計画値 実績・見込 差額 対計画値

介護給付費 16,200,252 15,489,884 710,368 95.6%

地域支援事業費 1,116,259 866,824 249,435 77.7%

計 17,316,511 16,356,708 959,803 94.5%
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○保険料について 

 

【参考１】令和５年 11月６日付『社会保障審議会介護保険部会（第 108回）』資料より抜粋 

 

 

【参考２】第８期介護給付費準備基金の執行状況（令和５年 12月議会補正時点） 

 

 

【参考３】守山市保険料段階および基準額の推移  

計画期間 段階区分 基準月額 対前期 

第１期（H12～H14） ５ ２,７１５円 － 

第２期（H15～H17） ５ ３,２１５円 ＋500円（＋18.4％） 

第３期（H18～H20） ６ ４,２００円 ＋985円（＋30.6％） 

第４期（H21～H23） ８ ４,４００円 ＋200円（ ＋4.8％） 

第５期（H24～H26） ９ ４,７５０円 ＋350円（ ＋8.0％） 

第６期（H27～H29） 11 ５,５００円 ＋750円（＋15.8％） 

第７期（H30～R２） 11 ５,９００円 ＋400円（＋7.3％） 

第８期（R３～R５） 11 ５,９００円 ＋0円（＋0％） 

年度 　項目 積立金額 取崩額 基金累計

利子分積立5/31 11,081 666,268,578

前年度剰余金積立 88,906,919 755,175,497

R3年度末計 88,918,000 755,175,497

利子分積立5/31 670,649 755,846,146

前年度剰余金積立 34,600,351 790,446,497

R4年度末計 35,271,000 790,446,497

利子分積立 686,473 791,132,970

前年度剰余金積立 40,743,000 取崩し見込 75,302,000 756,573,970

R5年度末計 41,429,473 756,573,970

R5年度

R4年度

R3年度



4 

○介護報酬改定について 

 

【参考４】令和５年12月11日付『社会保障審議会介護給付費分科会（第235回）』資料より抜粋 

 

 

 

【参考５】令和５年 10月 11日付『社会保障審議会介護給付費分科会（第 227回）』資料より抜粋 
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３ 今後の流れ 

  12～１月 ・国による国標準所得段階、報酬改定率についての公表 

     ・サービス見込量推計を確定し、本市の所得段階、基準所得金額、保険料基準額を算定 

２月中旬 ・第５回介護保険運営協議会 

３月   ・守山市介護保険条例（第 11条 保険料率）の一部改正について、３月定例月会議に 

条例案上程 

４月～  ・第９期介護保険料賦課開始 

 


